
特定技能所属機関による定期届出の様式変更について

旧様式の「基本給額及び最低賃金の対象となる諸手当総額の合計額」及び「法定外控
除額」の記入欄を省略し、「支給総額」、「差引支給額」及び「法定控除額」の３項目のみ
を記載する様式に変更

「報酬の支払い状況」部分の様式変更

特定技能所属機関による定期届出の作成の負担軽減のため、受入れ・活動状況に係
る届出書の別紙（特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払い状況）の記載項目の
見直しを実施
令和５年３月１日に出入国在留管理庁ＨＰで公表
令和５年第１四半期から運用開始

（旧様式） （新様式）

・「基本給額及び最低賃金の対象となる諸手当総額
の合計額」の計算が煩雑

・「法定外控除」に対応する額の特定が困難

・項目を整理し、簡素化することで届出書
作成の負担を軽減

→ 所属機関からのご意見・ご要望により見直し


